
○
議
院
運
営
委
員
会

・
本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番号

件
　
　
　
名

提
出
者

（
月
日
）

予
備
送

付
月
日

衆
へ

提
出

参
　
議
　
院

衆
　
議
　
院

備
　
考

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
　
決

1　2 5
３国　会

議
院
に
お
け
る
証
人
の

　

宣
誓
及
び
証
言
等
に
関
�
�

す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

小
川
仁
一
君

外
四
名

（
四
、
一
一
、
二
四
）

五
、三

、
一
二

四
、

　

一
一
、
二
四

五
、

　

三
、
一
一

可
決

五
、三

、
一
二

可
決

五
、三

、
一
二

未
　
　
了

１　２　５

４国　会

議
院
に
お
け
る
証
人
の

　

宣
誓
及
び
証
言
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

橋
本
敦
君

（
四
、
一
一
、
二
五
）

　

一
一
、
二
五

未
　
了

・
衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
四
件
）

番号

件
　
　
　
名

提
出
者

（
月
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出

参
　
議
　
院

衆
　
議
　
院

備
　
考

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

　

５

国
会
議
員
の
歳
費
、

旅
費
及
び
手
当
等

に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

議
院
運
営
委
員
長

　

（
五
、
三
、
二
五
）

五
、

　

三
、
二
五

五
、

　

三
、
二
五

五
、三

、
二
五（

予
）

五
、三

、
二
九

可
決

五
、

　

三
、
二
九

可
決

五
、三

、
二
五

可
決



番号

件
　
　
　
名

提
出
者

（
月
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出

参
　
議
　
院

衆
　
議
　
院

備
　
考

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

1 6

国
会
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

議
院
運
営
委
員
長

　

（
五
、
四
、
二
二
）

五
、四

、
二
二

五
、四

、
二
二

五
、四

、
二
二

（
予
）

五
、四

、
二
八

可
決

五
、四

、
二
八

可
決

五
、四

、
二
二

可
決

1 7

国
会
議
員
の
秘
書
の

給
与
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

議
院
運
営
委
員
長

（
四
、
二
二
）

四
、
二
二

四
、
二
二

四
、
二
二

（
予
）

四
、
二
八

可
決

四
、
二
八

可
決

四
、
二
二

可
決

2 6

国
会
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

小
川
国
彦
君

外
三
名

（
六
、
一
五
）

六
、
一
七

六
、
一
七

（
予
）

六
、
一
七

未
　
了

・
規
程
案
（
一
件
）

番号　

件
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出
者

提
出
月
日

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

備
　
考

1 2 5
１ 国

会
参
議
院
政
治
倫
理
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

石
井
　
一
二
君

外
四
名

四
、

一
二
、
一
〇

四
、一

二
、
一
〇

五
、

　

三
、
一
一

修
　
正

五
、三

、
一
二

修
　
正

発
議
者
変
更

（
五
、
三
、
一
一
）



　
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

　
す
る
法
律
案
（
衆
第
五
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
国
会
議
員
の
職
務
の
遂
行
に
資
す
る
た
め
、
議
長
、
副
議

長
及
び
議
員
に
支
給
さ
れ
る
文
書
通
信
交
通
費
を
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
に

改
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
額
を
月
額
百
万
円
（
現
行
七
十
五
万
円
）
に
改
定

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
て
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会
に
お

け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
国
会
議
員
に
支
給
さ
れ
る
文
書
通
信
交
通
費
の
名
称
を
文

書
通
信
交
通
滞
在
費
に
改
め
、
そ
の
額
を
月
額
七
十
五
万
円
か
ら
百
万
円
に

す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
審
査
の
結
果
、
多
数
を
も
っ
て
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
六
号
）

要
旨

本
法
律
案
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
議
員
の
職
務
の
遂
行
を
補
佐
す
る

秘
書
二
人
の
ほ
か
、

新
た
に
主
と
し

て
議
員
の
政
策
立
案
及
び
立

法
活
動
を
補
佐
す
る
秘
書
一
人
を
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
並
び
に
裁
判
官
訴
追
委
員
長
及
び
裁
判
官
弾
劾

　
裁
判
長
が
受
け
る
職
務
雑
費
に
関
し
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ

　
と
と
す
る
。

三
、
本
法
律
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
国
会
議
員
の
職
務
の
遂

行
を
補
佐
す
る
た
め
付
さ
れ
て
い
る
秘
書
二
人
に
加
え
、
新
た
に
主
と
し
て

議
員
の
政
策
立
案
及
び
立
法
活
動
を
補
佐
す
る
秘
書
一
人
を
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
所
定
の
規
定
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る



法
律
案
は
、
国
会
法
の
一
部
改
正
に
よ
っ
て
新
た
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
る
秘
書
の
給
料
月
額
、
採
用
の
要
件
等
に
つ
い
て
定
め
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
審
査
の
結
果
、
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を
も
っ

て
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
案
（
衆
第
一
七
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
会
法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
と
し
て
議
員
の
政
策
立

　
案
及
び
立
法
活
動
を
補
佐
す
る
議
員
秘
書
の
給
料
月
額
は
、
別
表
第
一
に

よ
る
額
と
す
る
。

二
、
一
の
議
員
秘
書
は
、
試
験
等
に
よ
り
当
該
議
員
秘
書
に
必
要
な
知
識
及

　
び
能
力
を
有
す
る
と
判
定
さ
れ
た
者
の
う
ち
か
ら
採
用
す
る
も
の
と
し
、

　
試
験
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
議
員
秘
書
の
採
用
に
関
し
必
要
な
事
項

　
は
、
両
院
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
本
法
律
は
、
平
成
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
議

　
員
秘
書
の
資
格
試
験
等
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

委
員
長
報
告

前
ペ
ー
ジ
参
照



　
参
議
院
政
治
倫
理
審
査
会
規
程
案

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会
に
お
け
る

審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び
証
言
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
委
員
会
ま
た
は
両
議
院
の
合
同
審
査
会
に
お
け
る

証
人
に
対
す
る
尋
問
中
の
撮
影
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
に
す
る

と
と
も
に
、
証
人
が
宣
誓
書
を
朗
読
し
、
ま
た
は
こ
れ
に
署
名
押
印
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
の
宣
誓
に
関
す
る
規
定
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
ま
ず
、
発
議
者
の
志
苫
理
事
か
ら
趣
旨
説
明

を
聴
取
し
た
後
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
自
由
民
主
党
を
代
表
し
て

中
曽
根
理
事
よ
り
反
対
の
旨
の
、
民
主
改
革
連
合
の
高
井
理
事
よ
り
賛
成
の

旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律

案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た

。
次
に
、
参
議
院
政
治
倫
理
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
案
に
つ

き
ま
し
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
案
は
、
政
治
倫
理
審
査
会
の
構
成
に
関
し
、
委
員
数
を
十
五
人
に
増
員

す
る
と
と
も
に
、
運
営
に
つ
い
て
協
議
す
る
数
人
の
幹
事
を
置
く
こ
と
、
審

査
対
象
を
拡
大
し
、
行
為
規
範
の
ほ
か
に
政
治
倫
理
の
確
立
に
資
す
る
も
の

と
し
て
議
長
が
定
め
る
法
令
の
規
定
に
著
し
く
違
反
し
た
場
合
を
新
た
に
審

査
対
象
に
含
め
る
こ
と
、
審
査
開
始
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
、
傍
聴
に
関

し
、
審
査
会
は
原
則
と
し
て
非
公
開
と
し
、
審
査
会
の
決
議
に
よ
り
議
員
そ

の
他
の
者
の
傍
聴
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
、
会
議
録
の
閲

覧
に
関
し
、
議
員
そ
の
他
の
者
の
傍
聴
を
許
す
も
の
と
さ
れ
た
審
査
会
の
会

議
録
を
除
き
原
則
と
し
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
、
審
査
会

の
決
議
に
よ
り
そ
の
閲
覧
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
の
改

正
を
行
う
と
と
も
に
、
新
た
に
、
議
員
の
申
し
出
に
基
づ
く
審
査
制
度
の
創

設
及
び
申
し
立
て
を
さ
れ
た
議
員
等
の
名
誉
回
復
措
置
に
つ
い
て
定
め
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
ま
ず
、
発
議
者
の
石
井
理
事
か
ら
趣
旨
説
明

を
聴
取
し
た
後
、
永
田
理
事
よ
り
、
本
規
程
の
施
行
日
を
議
決
の
日
と
す
る

修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
橋
本
理

事
よ
り
反
対
の
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
永
田
理
事
提
出
の
修
正
案
及
び
修
正
部

分
を
除
く
原
案
は
い
ず
れ
も
賛
成
多
数
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
、
本
規
程
案
は

修
正
議
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




